
内閣官房　地域活性化統合事務局

担当省庁
担当課

根拠法令 対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

86 アジア№１航空宇宙産
業クラスター形成特区

関連中小企業の
効率的な生産・供
給体制構築事業

航空機部品加工に係る一貫受注に
適応した情報共有システム及び共
同受注・納期等管理システムを構築
する。

　情報共有システムに対する適
切な補助制度が現行では見当
たらない（以前は、経済産業省
の補助金として、中小企業者の
利活用に配慮された電子データ
交換（ＥＤＩ）システムの開発・導
入等に対して補助する「中小企
業戦略的ＩＴ化促進事業」があっ
たが、現在は廃止されている）。
　航空機産業は受注の波が大き
いため、中小協力企業は合理化
や生産増強のための思い切った
設備投資に二の足を踏むことと
なっており、資金面で限界のある
中小企業、とりわけ複数の関連
企業による効率的なシステムづ
くりを支援していく必要がある。

経済産業省
航空機武器
宇宙産業
課・情報処
理振興課
中小企業庁
創業・技術
課

- Z

航空機関連の部品については、その産業形態から新規体制を構築するに相当する受注頻度
があるとは言えず、また、各系列企業群毎に相応の体制が既に構築されている。これらを踏ま
えてなお当該特区全体での体制を構築するという、特区内で統一された要望を含む提案の再
構成、直接面会形式での個別提案内容の詳細説明を重ねて求めているが、これについて明
確な回答を得られていない状況であり、回答を得られ次第検討を行うため。

前回の協議において、自治体が更なる検討を要するとしたため、具体的かつ実効的な案の提
示をお願いしたい（4/3)。

ｄ

　当地域では、航空宇宙産業関連中小企業の事業協同組合である中部航空宇宙部品生産協同組合と川崎岐阜協同組合において、関連中小企業の効率的な生産・供給体
制の構築に向けて検討をしてきた。

　そのうち、中部航空宇宙部品生産協同組合では、組合構成企業が中心となり、その他の関連中小企業も含めて、部品の一貫受注・生産体制のあり方を検討し、目指すべき
姿を整理してきた。その検討経過は、実務者打合せでも説明したが、「一貫受注・生産システム」については、段階的な整備を目指し、現在、具体的な整備手法やスケジュー
ルなどを検討しているところであるため、検討結果がまとまり次第、提案内容の詳細を示す予定である。

　また、川崎岐阜協同組合では、構築を検討している「共同受注・納期等管理システム」について、組合内に専門委員会を設置し、将来的な組合としての受注体制、組合員の
分業体制などを踏まえた議論を進めているところであり、今後、具体的な内容が固まった段階で詳細を示す予定である。

　関連企業の一貫受注・生産体制の構築は、我が国の中小企業が抱える大きな課題であり、国際競争に打ち勝つためにはその実現が不可欠であるとともに、自己資金での
対応には限界があることから、財政支援をお願いしたい。詳細がまとまった時点で、今後の財政支援のあり方について協議させていただきたい。

指定自治体の検討状況
を注視していく。 Ⅳ

88 アジア№１航空宇宙産
業クラスター形成特区

人材育成・確保推
進事業

名古屋大学において、航空機の開
発に関する高度人材を育成する「航
空機開発ＤＢＴリーダーシップ養成
講座」を実施する。

　当該養成講座については、平成22年度
までは、国（経済産業省）の委託事業
（「産学人材育成パートナーシップ事業」）
として実施し、国の事業が廃止された今
年度からは名古屋大学の自立事業とし
て実施しているが、国の事業費が支給さ
れなくなったため、教材費（高価な材料を
含む）ひいては学生（社会人等）の授業
料が高くなっており、大学側の努力だけ
では如何ともしがたい状況にある。
　今後の日本の産業が進めていくべき技
術の高度化や高付加価値化を先導する
航空機産業に関わる高度人材の育成シ
ステムを、持続的かつ幅広く受け入れら
れる形で構築していく必要がある。

経済産業省
立地環境整
備課

B
当該要望については、現行制度で対応可能。
２４年度事業については、３月２日締め切りで公募を実施し、現在採択審査を行っているところ
であるが、当該要望に関連した事業の申請を確認している。 ａ 　航空機の開発に関する高度人材を育成するため、平成２５年度も事業を継続していくことから、引き続き財政支援が得られるようご配慮をお願いしたい。 現行制度で対応できるこ Ⅰ

89 アジア№１航空宇宙産
業クラスター形成特区

次世代航空機の
開発に必要な研
究開発施設整備
関係

大型風洞施設など次世代航空機の
開発に必要な研究開発施設の整備
を図る。

　主要国が航空機産業を戦略産
業として積極的に育成している
中で、今後、我が国がポストＭＲ
Ｊなど国産旅客機の開発・事業
化を確立するためには、大型風
洞施設などの研究開発施設を整
備し、国内で完成機製造を完結
できる体制が必要である。こうし
た大型の研究開発施設の整備
には、国の積極的な関与が必要
である。

経済産業省
武器課、地
域技術課、
大学連携推
進課、研究
開発課（合
議）

無 Z 本提案の詳細については、今後、提案地域で開催される次世代航空機イノベーション有識者
会議等での検討結果等を踏まえ決定される事から、その検討結果等をもって対応を判断・検
討すべきである。

ｄ

　事業計画、規模等について産学官関係者で構成する有識者会議等で引き続き検討を行うこととし、その方向性が定まった段階で他地域の先進事例等必要な調査を実施し
たい。

　この調査は将来の研究開発施設整備につなげていくために必要であるが、上記のとおり、現時点で調査の前提となる整備すべき研究開発施設の概要等をお示しできる状況
にはない。方向性がまとまった時点で、調査事業も含めた財政支援のあり方について協議をお願いしたい。

指定自治体の検討状況
を注視していく。 Ⅳ

総合特区名称整理番号

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（書面協議）

内閣府整理（コメント欄）
（4/3時点）

内閣府整理
Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ：実現が可能となったもの
Ⅱ：実現に向けた条件、代替
案等の検討を継続して行うも
の
Ⅲ：実現不可能なため、各省
に対して深堀の検討を依頼
するもの
Ⅳ：指定自治体で代替案を
含む提案内容の再検討を行
うもの

提案事項名 提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解（3/9時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方協議【書面協議】　指定自治体の回答（3/22時点）
（a:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）



内閣官房　地域活性化統合事務局

対応 理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

86 アジア№１航空宇宙産
業クラスター形成特区

関連中小企業の
効率的な生産・供
給体制構築事業

航空機部品加工に係る一貫受注に
適応した情報共有システム及び共
同受注・納期等管理システムを構
築する。

　情報共有システムに対する適
切な補助制度が現行では見当
たらない（以前は、経済産業省
の補助金として、中小企業者の
利活用に配慮された電子デー
タ交換（ＥＤＩ）システムの開発・
導入等に対して補助する「中小
企業戦略的ＩＴ化促進事業」が
あったが、現在は廃止されてい
る）。
　航空機産業は受注の波が大
きいため、中小協力企業は合
理化や生産増強のための思い
切った設備投資に二の足を踏
むこととなっており、資金面で限
界のある中小企業、とりわけ複
数の関連企業による効率的な
システムづくりを支援していく必
要がある。

- - - -

経済産業省から、一貫受注に関する情報
共有システムについてはシステムの詳細
及び効果説明のため指定自治体が再度検
討すべきであるとの見解が示され、これに
ついて指定自治体が了解していることから
協議終了。
指定自治体はシステムの詳細及び効果に
ついて引き続き検討の上、平成24年度中
を目途として要望内容をまとめること。

Ⅴ

88 アジア№１航空宇宙産
業クラスター形成特区

人材育成・確保推
進事業

名古屋大学において、航空機の開
発に関する高度人材を育成する
「航空機開発ＤＢＴリーダーシップ養
成講座」を実施する。

　当該養成講座については、平成22年
度までは、国（経済産業省）の委託事業
（「産学人材育成パートナーシップ事
業」）として実施し、国の事業が廃止され
た今年度からは名古屋大学の自立事業
として実施しているが、国の事業費が支
給されなくなったため、教材費（高価な材
料を含む）ひいては学生（社会人等）の
授業料が高くなっており、大学側の努力
だけでは如何ともしがたい状況にある。
　今後の日本の産業が進めていくべき技
術の高度化や高付加価値化を先導する
航空機産業に関わる高度人材の育成シ
ステムを、持続的かつ幅広く受け入れら
れる形で構築していく必要がある。

- - - -

経済産業省から、人材育成の財政支援要
望については既存の「成長産業人材養成
等支援事業費補助金」の活用により対応
可能との見解が示され、指定自治体は要
望が実現可能となると判断し了解したため
協議終了。

Ⅰ

89 アジア№１航空宇宙産
業クラスター形成特区

次世代航空機の
開発に必要な研
究開発施設整備
関係

大型風洞施設など次世代航空機の
開発に必要な研究開発施設の整備
を図る。

　主要国が航空機産業を戦略
産業として積極的に育成してい
る中で、今後、我が国がポスト
ＭＲＪなど国産旅客機の開発・
事業化を確立するためには、大
型風洞施設などの研究開発施
設を整備し、国内で完成機製造
を完結できる体制が必要であ
る。こうした大型の研究開発施
設の整備には、国の積極的な
関与が必要である。

- - - -

経済産業省から、研究開発施設について
事業計画、規模等の具体化のため指定自
治体が再度検討すべきであるとの見解が
示され、これについて指定自治体が了解し
ていることから協議終了。
指定自治体は有識者会議等で事業計画、
規模等について引き続き検討の上、平成
24年度中を目途として要望内容をまとめる
こと。

Ⅴ

提案事項名

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における財政上の支援措置の改善提案に対する国と地方の協議の結果について（再書面協議）

整理番号 総合特区名称
内閣府再整理（コメント欄）

（7/31時点）

内閣府再整理
Ⅰ～Ⅴ
Ⅰ：実現が可能となった
もの
Ⅱ：平成25年度概算要求
等の検討がなされるもの
Ⅳ：見解の相違から協議
を一旦終了するもの
Ⅴ：自治体が再検討又は
取り下げるもの等

国と地方の協議【再書面協議】　(7/31時点）
（対応欄　Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む。）、Ｂ：現行制度で対応可能、C：対応しない、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（7/31時点）
（対応　a：了解、b：条件付き了解、c：受け入れられない、d：その他）

提案事項の具体的内容（１） 提案事項の具体的内容(2)
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